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第一 基本的考え方 

 

１．背景 

平成 19年 2月、環境省の諮問に基づき温泉資源の保護対策及び温泉の成分に係る情

報提供の在り方等について検討を行っていた「中央環境審議会（自然環境部会温泉小

委員会）」は、環境省に対し「都道府県が温泉資源保護のための条例・要綱等を定める

に当たっての参考となり、対策を円滑に進めることができるよう、新規事業者による

掘削や動力装置の許可等の基準の内容や都道府県における温泉資源保護のための望ま

しい仕組みについて、国は、温泉は国民共有の資源であるという観点に立って、でき

るだけ具体的・科学的なガイドラインを作成すべきである」との答申を行った。 

この答申を受け、平成 20年 12月から平成 21年 3月にかけて行われた中央環境審議

会温泉小委員会における審議等を経て、環境省は、平成 21 年 3 月 31 日に温泉資源の

保護に関するガイドライン（以下「ガイドライン（平成 21年版）」という。）を策定し、

各都道府県あてに通知した。その後、平成 26 年４月には改訂版（「以下「ガイドライ

ン（平成 26年版）」という」を通知した。 

ガイドライン（平成 26年版）のねらいは、温泉の掘削、増掘及び動力の装置(以下

「掘削等」という。)の不許可事由の判断基準について、一定の考え方を示すことであ

り、その具体的な項目は、地域等による一律規制（制限地域の設定、既存源泉からの

距離規制）の在り方、個別判断のための影響調査の手法、公益侵害への該当性の判断

等である。 

ただし、ガイドライン（平成 21年版）では、地域等による一律規制の項目において、

その考え方については、浴用・飲用への利用を目的とした温泉の掘削等の他、地熱発

電の開発のための温泉の掘削等も対象として捉えているが、具体的な対応については、

平成 21年版策定時に得られていた知見では、地熱発電の開発のための温泉の掘削等に

言及することが困難であったため、これを除いた温泉の掘削等（主として浴用・飲用

への利用を目的とした温泉の掘削等であるが、暖房への利用を目的とした温泉の掘削

等も含まれる）を対象とした。 

ガイドライン（平成 21 年版）の策定後、平成 22(2010)年１月に、我が国は、気候

変動枠組条約の目的である温室効果ガス濃度の安定化を実現するため、平成 21(2009)

年 12月の気候変動枠組条約第 15回締約国会議（COP15）でまとめられたコペンハーゲ

ン合意に基づき、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築及び

意欲的な目標の合意を前提として、平成 32(2020)年の温室効果ガスを平成 2(1990)年

比で 25％削減するという排出削減目標を国連気候変動枠組条約事務局に提出した。ま

た、同年 3月には、平成 32(2020)年に温室効果ガスの 25％削減を実現するための対策・

施策の道筋を示した中長期ロードマップ（環境大臣試案）が公表され、その後中央環

境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会において、対策・施策の具体的な

姿について検討し、その内容を同年 12月に中長期ロードマップ（中間整理）としてま

とめた。この中で、平成 32(2020)年の絵姿として、エネルギー供給分野においては、

発電量として、平成 17(2005)年比で住宅以外の太陽光は約 85倍、風力発電は約 10倍、
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地熱発電は約 3倍（53万kW→171万 kW）に増加させるという目標を示している。 

一方、規制・制度改革に関する調査を行うため、平成 22年 3月 11日に、政府の行

政刷新会議に規制・制度改革に関する分科会が、また、同分科会にはグリーンイノベ

ーションワーキンググループ等三つのワーキンググループが設置され、各種の検討が

行われた結果、同分科会は同年 6月15日に第一次報告書を取りまとめ、これに基づき、

同年 6月 18日に「規制・制度改革に係る対処方針」が閣議決定された。 

この閣議決定では、「再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し（自然公

園・温泉地域等における風力・地熱発電の設置許可の早期化・柔軟化等）」が規制・制

度改革事項とされ、その対処方針の一つとして、地熱発電の開発のための温泉の掘削

等に関し、「温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を策定し、ガイドラインとし

て運用するよう通知する。＜平成 22年度中検討開始、結論を得次第措置＞」こととさ

れた。 

さらに、同年9月10日には、財源を使わない景気対策として、既定の改革の実施時期

を前倒しすることを含め、需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革を推進することを

目的として、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」が閣議決定された。 

この閣議決定では、同年6月に閣議決定された「規制・制度改革に係る対処方針につ

いて」における前述の規制改革事項が実施時期を前倒しする事項とされ、その内容とし

て、「地熱発電を推進するため、温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を策定し、

ガイドラインとして運用するよう平成23年度中を目途に通知する。」こととされた。 

以上のような再生可能エネルギーの導入促進に向けた二つの閣議決定を受け、環境省

では、温泉資源の保護を図りながら再生可能エネルギーの導入が促進されるよう、地熱

発電の開発のための温泉の掘削等を対象とした温泉資源の保護に関するガイドライン

（地熱発電関係）を平成24年３月に策定した（※）。 

なお、本ガイドラインは、ガイドライン（平成26年版）の一部を構成するものである

が、これら二つを別に整理した方が利便性が高いと考えられるため、ガイドライン（平

成26年版）の分冊として取りまとめることとした。 

その後、平成25年６月14日に閣議決定された規制改革実施計画で「温泉法第３条が温

泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は許可が必要としていることを踏ま

え、許可が不要な掘削について類型化する」こととされた。本閣議決定を踏まえた検討

を行い平成26年９月25日に温泉資源保護に関するガイドライン（地熱発電関係）検討会

において、「温泉法第３条に基づく掘削許可が不要な類型化について」（詳細は別紙１参

照）の取りまとめを行い、これを踏まえた本ガイドラインの改正を行った。 

さらに、本ガイドラインは、平成23年度に策定し、５年ごとを目途に見直しを実施す

ることとされている。ガイドライン策定以降、自治体において地熱発電に関する条例等

の制定が進むなど、地熱発電をめぐるこれまでの国内の動向や平成27年度に環境省が実

施した地熱発電と温泉地の共生事例調査の結果を踏まえ、平成29年３月に温泉資源の保

護に関するガイドライン（地熱発電関係）改訂検討会において、改訂案のとりまとめを

行った。 

 



 

3 

（※）平成23年3月の東日本大震災を契機として、また、同年8月には電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法が国会で成立する等、再生可能エネルギーの普及に関する機運

は一層高まりをみせている。そのため、温泉資源の保護を図りながら再生可能エネルギーの普及を

促進する観点から、温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を示すこのガイドラインは、一層

重要なものとなっている。 

 

２．本ガイドラインのねらい 

本ガイドラインのねらいは、温泉を将来の世代においても引き継ぎ利用できるよう、

持続的な利用を可能とするための資源保護のあり方を示すものとして、現在稼働してい

る地熱発電所に相当する規模の地熱発電の開発の各段階に関して、構造試錐井の掘削や

還元井の掘削等から得られるデータを温泉法第３条に基づく掘削許可の判断に活かすこ

と及び地熱発電の開始に当たっての生産井の掘削等に対する温泉法第３条における許可

又は不許可の判断基準の考え方を示すことである。 

具体的には、各段階に実施される掘削行為等から得られたデータを温泉資源への影響

を判断するための資料とし、それに基づく判断の方法等を示している。 

さらに本ガイドラインでは、実際の判断に当たっては、既存の地熱発電開発に係る調

査研究成果を踏まえた地熱・温泉資源に関する地熱系概念モデルの構築と、それに基づ

くシミュレーション等が有効である場合が考えられることから、現在稼働している地熱

発電所一帯を対象として行ったシミュレーション等を試行し、それらの結果等について

も記述している。 

温泉法第１条では、同法の目的として「この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に

伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつ

て公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」と記載されている。温泉法では、そ

の利用目的の如何に関わらず、温泉資源の保護を図りながら再生可能エネルギーの導入

が促進されること利用を実施する持続可能な利用が求められており、そのためには関係

者間で資料と考え方を共有し、現時点での知見に基づいて、進め方を協議し合意を形成

することが重要である。本ガイドラインは掘削許可の判断に有益な情報及び方法等を都

道府県に提示することにより、地熱開発のための掘削許可をより円滑かつ公正に進める

ことをねらいとしている。 

地熱発電の開発のための温泉の掘削等について、今後、各都道府県において、本ガイ

ドライン及び温泉資源の保護に関するガイドライン（改訂）（平成26年４月環境省自然環

境局を参考に、温泉法における許可の運用に当たることを期待しているが、参考にする

に当たっての留意点を次に示す。 

留意点の一つ目は、地域の温泉資源等の状況を考慮することが必要であるという点で

ある。本ガイドラインは、地熱発電の開発のための温泉の掘削等による温泉資源への影

響を判断に有益かつ必要な資料とそれに基づく判断の方法を記述しているが、温泉資源

への影響を判断するために必要な資料は、当該掘削等を行う地域における地質の構造、

泉脈の状態又は温泉の開発状況等に応じて、異なることが想定される。また、地域の温

泉資源等の状況に応じて、本ガイドラインで示す資料に加えて更に資料を収集する、あ
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るいは本ガイドラインで示す資料の一部を省略するといった対応が求められるケースが

考えられる。 

二つ目は、本ガイドラインは、現時点での知見に基づき作成したものであるという点

である。環境省では、引き続き、温泉資源に関する各種調査を実施し、また、都道府県

の温泉行政担当者等の意見を伺いながら、ガイドライン（平成26年版）とともに、少な

くとも５年度ごとに総点検を実施するとともに、随時、その更新を行っていく予定であ

る。 

本ガイドラインの取りまとめを契機に、地熱発電と温泉資源の関係について、関係者

間での理解の共有が進められ、また、今後の科学的な議論が一層展開されることを期待

したい。 
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第二 地熱資源の一般的概念等 

ここでは、地熱資源の賦存形態を温泉も併せて図１として模式化し、地熱貯留層の

生成機構と温泉との関係を示すとともに、一般的な地熱発電所における地熱利用形態

についても示すこととする。 

 

１．地熱貯留層の構造と地熱資源の分類 

地球内部の温度は一般に深部ほど高い。特に地熱地帯といわれるのは、地表面付近

に高温域のあるところであり、全体として火山地域に多い。そこには地下にマグマ溜

まりやその痕跡があって地熱貯留層の熱源になっている。 

多くの場合、高温域を形成する原因は、断層・裂かに沿って地熱流体が地下深部か

ら上昇することによっている。一方で、上昇する地熱流体の起源はそのほとんどが天

水であることが分かっている。一般的な地熱貯留層の形成に当たっては、地熱流体が

流動する断層・裂か構造の形成と、天水が地下深部へ浸透する下降流域、地熱流体と

浅部の温泉・地下水とを隔てる帽岩等の地質構造が重要となる。 

 

 

図 1 地熱貯留層概念図 
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帽岩は、浅部にある低温の温泉・地下水帯水層と、深部の地熱貯留層における地熱

流体の循環系を隔てている。多くの地熱流体の循環系において帽岩となっているのは、

透水性が極めて低い地層である。そうした地層には、地層生成時からあるものと、熱

水の作用によって水を通しにくく変質した二次的なものとが考えられ、その性質、厚

さ及び範囲によって、深部の地熱貯留層と浅部の温泉・地下水との水理的な関連性を

示す一つの要素となっている。 

なお、温泉・地下水の賦存状態にも上下を不透水層によって挟まれた帯水層がある。

帯水層は透水性の高い地層、不透水層は透水性の低い地層からなり、これらが重なっ

ている事により帯水層中の地下水に静水圧よりも高い圧力がかかり、これを掘削した

場合には大量の温泉・地下水が湧出することになる。 

我が国では、温泉は、古くから国民の保養、休養や地域の観光資源として大きな役

割を果たし、伝統的に温泉として地熱エネルギーを活用してきたが、その中でも古来

の高温泉は、地熱地帯にあることが多い。このことから、地熱貯留層とその深度に違

いがあるものの、一部を除けば、温泉は地下にあるマグマ溜まりを直接・間接的に熱

源としていることは共通している。 

地熱資源の分類として、熱水卓越型地熱系と蒸気卓越型地熱系、高温岩体等がある。

これらを簡単に説明すれば、熱水が多い熱水卓越型地熱系と蒸気が多い蒸気卓越型地熱

系、そして熱水、蒸気ともに少ない高温岩体である。国内では熱水卓越型地熱系がより

多く存在する。なお、地熱発電で利用するのは、多くの場合、蒸気であることから、熱

水卓越型よりも、不用な熱水を地下に還元する必要のない蒸気卓越型の方が地熱発電に

有利と考えられるが、蒸気卓越型は供給される熱量に比較して相対的に天水の補給が少

なく、持続可能な発電を行う上で注意を要する。 

 

２．地熱発電の仕組み 

一般的な地熱発電の仕組みは、概ね図２2及び図３に示したとおりである。 

図２で示すフラッシュ発電とは、地上に取り出した地熱流体のうち、発電に用いる

のは蒸気であるため、地熱流体から蒸気と熱水を分離し、蒸気のみをタービンに送り

発電に用いる。 

図３で示すバイナリー発電とは、温泉井戸から蒸気が湧出しない、あるいは弱い勢

いの蒸気のみが湧出するといったフラッシュ発電ができない場合に用いられる発電方

式である。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以

下「FIT法」という。）制定以降、多くの地域で実施されている発電方式となっている。  

熱水は、ひ素等の有害成分を多く含有している場合があり、温度も高いので、その

まま河川等に放流すると環境汚染を引き起こすことが懸念されるため、地下還元が行

われる。この地下還元は、当初の主たる目的は環境汚染防止にあったが、地下還元す

ることにより地熱貯留層の圧力維持や流体涵養にも寄与することが明らかとなってお

り、その意義も大きい。 

還元熱水は地熱貯留層の温度低下を招かないように、一般には地熱流体の採取域か

ら離れた場所に還元されるが、その一部は、地熱貯留層に戻り地熱流体の循環系に組



 

7 

み込まれることになる。 

 
図 2 地熱フラッシュ発電の仕組み 

 

 

 

 

図 3 バイナリー発電の仕組み 
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（図３）Dickson and Fanelli著 日本地熱学会ＩＧＡ専門部会 訳・編 「地熱エネルギー入

門」を参考に作成 

 

 

 

３．関連用語について 

本ガイドラインにおいて使用する地熱関係の用語の内容は以下に記すとおりである。 

○温泉帯水層 （おんせんたいすいそう） 

透水性と貯留性がよく、温泉水が流動・貯留している地層。 

○噴気（ふんき） 

地表に噴出している水蒸気やマグマ中の揮発性成分からなるガス。 

○地熱流体（ちねつりゅうたい） 

地熱開発が対象とする比較的深部の熱水及び蒸気・ガス。 

・熱水（ねっすい） 

地熱井より噴出する高温の地下水。この熱水は、温泉法で定義される温泉に含まれるが、

本ガイドラインでは、高温であるためただちに浴用・飲用として利用しないものを便宜的

に定義している。また、温泉も熱水も地下水の一種であるが、本ガイドラインにおける地

下水とは、温泉法の定義に該当しないものを指す。 

○地熱貯留層（ちねつちょりゅうそう） 

地熱流体を貯留する地層のこと。地熱貯留層は熱水対流系の部分系であり、割れ目に富ん

だ岩体からなることが多い。 

○帽岩（ぼうがん） 

高温の熱水及び蒸気を貯留する透水性の高い地熱貯留層から地熱流体の上方または側方へ

の流出・移動を防ぐとともに、浅部から低温の温泉・地下水が浸透するのを防ぐ不透水層。

一般には泥岩や粘土質変質岩がその役割を果たすことが多い。キャップロックとも呼ばれる。 

・不透水層（ふとうすいそう） 

地層を構成する粒子間の間隙が小さく透水性の低い地層。粘土層やシルト層を主体とす

る難透水層と岩盤を主体とする非透水層を含む。 

○地熱井（ちねつせい） 

地熱貯留層及びその周辺部や高温岩体中に掘削される坑井。以下のようなものがある。な

お、以下に示したものは本ガイドラインにおける定義であり、坑井の名称に関わらず温泉を

ゆう出させる目的の土地の掘削には温泉法第３条の許可が必要である。 

・構造試錐井（こうぞうしすいせい） 

地熱開発のために行われる地質・地熱構造解明を目的として掘削される坑井。地質サン

プルの採取や地温勾配の確認を目的とした掘削が該当する。一般に地下水や地熱流体の採

取や湧出は意図せず、調査終了後埋め戻される。 
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・観測井（かんそくせい） 

地熱貯留層の状況、周辺の温泉や地下水位等を監視することを目的として掘削される坑

井。他の坑井から転用されることもある。 

・試験井（しけんせい） 

地熱貯留層の資源量評価を確認することを目的として掘削される坑井。ここでは、構造

試錐井で行われる調査内容に加えて、噴出試験を行う坑井とする。実際に地熱流体を噴出

させ、水位や圧力のほか、温度、成分組成の測定を行う。 

・生産井（せいさんせい） 

地熱貯留層から地熱流体を採取するための坑井。蒸気井ともいう。採取された地熱流体

は地熱発電所で発電に使用される。 

・還元井（かんげんせい） 

地熱発電所において、生産井から採取された地熱流体を使用後地下に返送するための坑

井。地熱流体による熱汚染防止、ひ素等の有害成分流出による環境汚染防止、地盤沈下防

止、貯留層の圧力維持・涵養等を目的とする。 

・補充井（ほじゅうせい） 

本来の目的が達成できなくなった坑井に替わって、同じ目的で掘削される坑井。 

○注水試験（ちゅうすいしけん） 

坑井内に設置した圧力計によって注水量と坑井内圧力との関係や注水停止後の圧力変化を

測定して、坑井周辺の透水性を解析する試験。 

○噴出試験（ふんしゅつしけん） 

地熱井の噴出量と孔口圧力を測定する試験。噴気試験と呼ばれることもある。バルブ操作

等で孔口圧力を変化させ噴出量を測定することで坑井の噴出特性を調査する短期噴出試験

と周辺の坑井に対しての圧力干渉等を調査する長期噴出試験がある。複数の生産井や試験井

を同時に噴出させて状況を確認する試験は一斉噴出試験と呼ばれる。 

○トレーサー試験（とれーさーしけん） 

トレーサーとなる物質を坑井に注入し、坑井間、温泉とのつながり、熱水の流動状況を明

らかにするため、生産井の熱水や温泉水を採取して、その物質が検出されるかどうかを測定

する試験。 

○地熱系概念モデル（ちねつけいがいねんもでる） 

 地下の地層や断層等の分布、地下温度分布、地熱貯留層と温泉帯水層の分布、温泉水や地

熱流体の生成機構、熱水系の分類、混合状態、流動状態を概念的に説明したモデル。本ガイ

ドラインでは、主に地質構造に基づいて作成したモデルを地熱構造モデルと呼び、地下の温

度や圧力、地化学情報、地熱流体の流動に関する情報も加えて作成したモデルを地熱流体流

動モデルと呼ぶこととする。 

・地熱構造モデル（ちねつこうぞうもでる） 

温泉と地熱貯留層の関係について地質構造の観点から、地層や断層等の分布、地熱貯留層と温
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泉帯水層の分布、熱源等の概要を説明したモデル。地熱調査ステージの概査段階において作成

される。 

・地熱流体流動モデル（ちねつりゅうたいりゅうどうもでる） 

地熱構造モデルを発展させ、温泉水や地熱流体の温度や圧力、地化学情報を基に、温泉及び地

熱流体の生成機構、地熱貯留層温度、熱水系の分類、混合状態、流動状態を説明したモデル。

地熱調査ステージの精査段階以降において作成される。 

○数値シミュレーションモデル（すうちしみゅれーしょんもでる） 

地熱流体採取による貯留層の圧力変化や温泉への影響予測といったことを定量的に検討す

るために、地熱構造モデルや地熱流体流動モデルを反映し、コンピューター（数値シミュレ

ータ）等を使用して構築されるモデル。地下の特性を定量化するために、坑井から得られる

データ（地層の間隙率や透水性、温度・圧力分布等）が最低限必要である。また、モデルの

精度を検証するには、数値シュミレーションにより予測された結果（地熱貯留層や温泉帯水

層の圧力や温度）について、より多くのモニタリングによる実測データを取得し、計算値と

実測値との照合を行う必要がある。現在、このモデルは地熱資源量の評価に用いられている

が、将来的には既存温泉への影響予測にも適用されることが期待される。 
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４.我が国の地熱資源の状況 

地熱発電に用いる地熱資源（地熱エネルギー）は、以下の特徴を有する。 

① 温室効果ガスの排出が少なく、地球温暖化防止に有効であること。 

② 再生可能な自然エネルギーであること。 

③ 火山国である我が国にあっては、数少ない国産のエネルギー源のひとつであ

ること。 

④ 我が国の地熱資源量は世界的にみて豊富であること（表 1）。 

 

表 1－1 各国の地熱資源量 

国名 活火山数（個） 地熱資源量（万 kW） 

アメリカ合衆国 160 3000 

インドネシア 146 2779 

日本 119 2347 

フィリピン 47 600 

メキシコ 39 600 

アイスランド 33 580 

ニュージーランド 20 365 

イタリア 13 327 

村岡（2009）世界の地熱資源より引用 

 

表 1－2 各国の発電施設に対する地熱発電設備の割合 

国名 
総発電設備容量 

(A)（MW） 

地熱発電設備容量 

(B)（MW） 

地熱発電の割合 

(B)／(A) (％) 

アメリカ合衆国 1,119,673 3093 0.3 

フィリピン 15,706 1904 12.1 

インドネシア 30,808 1197 3.9 

メキシコ 57,231 958 1.7 

イタリア 101,447 843 0.8 

ニュージーランド 9,376 628 6.7 

アイスランド 2,570 575 22.4 

日本 281,099 537 0.2 

火力原子力発電技術協会（2011）地熱発電の現状と動向より引用より 

 

平成 22 年度環境省委託業務である「平成 22 年度再生可能エネルギー導入ポテンシ

ャル調査報告書（平成 23 年 3 月）」によると、国立・国定公園等の外縁部から 1.5km

までの範囲（コントロール掘削による偏距の大きさ）を開発可能とした場合の温度別

熱水資源の賦存量（理論的に算出することができるエネルギー資源量であり、現在の

技術水準では利用することが困難なものを除き、種々の制約要因（法規制、土地利用、
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居住地からの距離等）を考慮しないもの）と導入ポテンシャル（エネルギーの採取・

利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮したエネルギー資源量）、開発可

能割合（賦存量に対する導入ポテンシャルの割合）は表 2のようにまとめられている。 

なお、この中で 53～120℃の温度区分における地熱資源開発にはいわゆる温泉を活用

するものも含まれており、温泉の熱エネルギーを内包した数値となっている。 

 

表 2 温度区分別の導入ポテンシャル（全国） 

 

 

 

 

 

 

環境省（2011）平成 22年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書より作成 

 

一方、社団法人火力原子力発電技術協会の「地熱発電の現状と動向（2009年版）」に

よると、我が国における地熱発電の認可出力、発電電力量の推移は図 3 のようになっ

ており、平成 11年の八丈島の地熱発電所立地以来、新規の立地はない。現状の認可出

力は 53.5万 kWであるので、上記の導入ポテンシャル（636万 kW）に対して 1割未満、

賦存量に対して 2％程度の利用に止まっている。地熱発電の特徴は、発電所の稼働率や

利用率は高く、他の自然エネルギー（風力、太陽光）に比較して安定した発電が期待

出来ることである。また、我が国における地熱発電の発電設備構成比は、図 4 に示し

たとおり、全発電施設の 0.2％となっている。 
 

 

図 3 国内地熱発電所許可出力の推移 

火力原子力発電技術協会（2009）地熱発電の現状と動向より引用  
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図 4 発電設備構成（平成 21年度末推定実績） 
     自家発電設備は除き、水力発電は一般水力発電と揚水水力発電を合計している。 

資源エネルギー庁（2010）平成 22年度電力供給計画の概要より引用 

  

水力

19.2%

石炭火力

15.7%

LNG火力

25.5%

石油等火力

19.1%

地熱

0.2%

原子力

20.2%

発電設備構成 水力 4638万kW

石炭火力 3795万kW

LNG火力 6161万kW

石油等火力 4617万kW

地熱 53万kW

原子力 4885万kW
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第三 地熱開発のための掘削許可に係る判断基準の考え方 

 

１．掘削許可に係る判断基準の考え方 

温泉法では、温泉を湧出させる目的で土地を掘削しようとする者は、都道府県知事

に申請してその許可を受けなければならないとしている。 

また、温泉法では個々の掘削申請の度に、温泉法第 4条の許可の基準に基づき許否

の判断を行うこととなる。当該掘削が既存温泉へ与える影響の有無を判断するために

は各種のデータ、資料等が不可欠であるが、入手することが可能なデータ、資料等は、

地熱開発調査の段階により大きく異なる。当初の広域調査の段階で得られる各種のデ

ータ、資料は限られたものとなるが、調査が進展するにつれて地熱開発の予定地域の

地質構造及び地熱構造、既存温泉の湧出機構や温泉湧出の変動状況、過去の源泉間の

影響発生事例等に関する理解が深まり、より正確に当該地熱開発による既存温泉への

影響の有無の予測が可能となる。さらに坑井からの噴出試験が始まれば、それによる

既存温泉への影響の有無と程度等が具体的に明らかになり、当該地熱開発による既存

温泉への影響について、定性的な情報に基づく予測からモニタリング結果や各種坑井

調査に基づいた定量的な評価が行えるようになる。その後もデータ集積が進むことに

よって、地熱構造のモデル化や地熱流体流動のモデル化に基づくより正確な影響判断

が可能となる。また、現在、地熱分野においては数値シミュレーションを用いた地熱

資源量評価予測手法があるが、将来的に数値シミュレーションによる温泉影響評価予

測手法が確立されれば、温泉影響評価のためのモニタリング結果と合わせた影響予測

へと高度化することが可能となる。 

なお、既存温泉への影響としては湧出量の減少、温度の低下もしくは成分の変化等

が考えられるが、これらは公益を害するおそれがある場合の例示である。また、公益

を害するおそれがある場合とは、温泉源を保護し、その利用の適正化を図るという見

地から特に掘削を制限する必要があると認められる場合を指すとの考え方は従来と同

じである。したがって、地熱開発の掘削許可申請であっても、当該掘削が公益を害す

るか否かについて判断を行うこととなる。 

また、公益には温泉源に対する影響以外のその他の公益も含まれることから掘削工

事に伴う土砂崩れや地盤沈下についても、必要に応じ関係機関と連携を図り公益を害

するおそれがあるか否かを判断する必要がある。 

温泉法においては、都道府県知事が温泉の保護に関連のある一定の処分 1)を行うに

当たって、審議会その他の合議制の機関（以下「審議会等」という。）の意見を聴かな

ければならないこととしている。これは、これらの処分がいずれも専門的科学的判断

を要するものであり、かつ、申請者及び関係者の利害に関するところが大であるため、

処分の適正を期するための措置である。そのため審議会等においては、従前から地学、

医学、薬学、法律学等の学識経験者を含む適切な委員構成を確保する必要があるとさ

れてきたところである。今般、地熱開発に係る処分の適正を期すために、既存温泉へ

                         
1)
処分とは、許可処分・不許可処分・採取制限命令を含む。 
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の影響等を技術的・科学的見地から判断できる専門家の参画を検討することが望まし

いと考えられる。 

例えば、審議会等の委員の任命制度として、常任の委員、もしくは、審議内容によ

って審議に加わることができる臨時委員や専門委員を設ける規定がある場合には、地

熱と温泉の関係等に専門的な知見のある有識者を必要に応じて任命することも考えら

れる。 

また、判断基準の資料として専門技術的な資料を審査する必要がある場合には、掘

削許可の審議に当たり、必要に応じて有識者からの意見を聴取するといった取り組み

も考えられる。なお、地熱発電の開発のための掘削にあたるかどうかにかかわらず、

行政手続法（平成 5年法律第 88号）の趣旨に鑑み、審議会等については、適切な時期

にこれを開催することが期待される。 

一方で、掘削中に既存温泉への影響等が見られた場合への対処としては、掘削許可

に当たり必要に応じて温泉法第 4 条第 3 項の規定に基づく条件（影響が見られた場合

における調査の実施等）を付し、個別の状況によっては当該条件の変更を行うことに

より既存温泉への影響等を回避することが考えられる。 

なお、増掘については、上記に準じた考え方を適用した判断を行うこととなる。 

 

２．地熱開発のための調査について 

地熱開発のための調査は、一般的には表 3に示すように段階的に調査範囲を絞りな

がら進行される。地熱開発のための調査は主に、既存資料調査、地表調査、坑井掘削

による調査等がある。 

既存資料調査は、既存の学術文献や温泉の水質分析結果、温泉調査の結果等を収集

し、該当する地域に関する地熱資源状況を整理するものである。 

地表調査には、地質調査や物理探査、地化学探査、温泉や地熱流体を対象にした各

種化学分析等がある。 

坑井掘削による調査には、①構造試錐井による地下の地質分布状況、地質構造及び

地温分布の状況等を知るための調査、②試験井による地熱貯留層の資源量評価や周辺

の温泉や地熱井との影響関係を確認するための噴出試験を行うことを主な目的とする

調査、③観測井による地熱貯留層の状態や既存温泉や地下水位等を監視することが目

的の調査等がある。 

なお、表 3に示す地熱開発における各段階での調査目的や調査内容等については、

一般的と思われる事例を記載したものであり、ここに記載された調査等がこの順番で

すべて実施されるということではなく、調査データ等についてもそのすべてが当該段

階でそろうということではないことに十分に留意する必要がある。 

各調査の中で、坑井掘削による調査は重要であり、それによって得られる情報は多

岐にわたる。さらに、複数行われる坑井掘削による調査の結果を相互につなげるとと

もに、資料調査や地表調査結果を集約していくことで、より正確な情報となる。 
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３. 温泉の生成機構分類と地熱開発による温泉影響の可能性 

温泉の生成には、貯留構造と起源となる水、熱源、それに加え成分の供給源となる

ガスや岩石が必要である。温泉の起源や熱源が深部の地熱貯留層と関係している場合

には、地熱開発の規模により、温泉に影響が現れる可能性があるので、まずは温泉の

生成機構や開発対象とされる地熱貯留層との関係の解明が必要とされる。 

表 4には温泉帯水層と地熱貯留層の関係を 5つのパターンに分け、それぞれの影響

の可能性について記した。大きくは、表の①深部熱水混入型温泉、②蒸気加熱型温泉、

③伝導加熱型温泉に分類されるが、②蒸気加熱型温泉の特殊ケースで、地熱貯留層と

は関係せず火山性高温ガスを直接起源とする場合を④高温(マグマ)蒸気型温泉とし、

①深部熱水混入型温泉、②蒸気加熱型温泉、③伝導加熱型温泉、それぞれの型に海水

が混入している特殊ケースを⑤海水混入型温泉とした。 

これら温泉と地熱貯留層の関係を把握するには、各種の探査情報やモニタリング調

査結果を加味して総合的に考える必要がある。温泉の生成機構と温泉と地熱貯留層の

関係については、表 3 におけるⅡ.概査までの調査により、おおよその推定が行われ、

Ⅲ.精査以降の試験井、生産井掘削時の噴出試験やトレーサー試験、モニタリング調査

により実際的な確認が行われる。さらに、その後の調査の進展に伴い、地熱開発の規

模が決定されることで、より正確な影響の有無が判断されることとなる。なお、実際

にはこの 5 つに明確に分類されるわけではなく、これらが複合した形態が多々存在す

る。 

①深部熱水混入型温泉、②蒸気加熱型温泉、⑤海水混入型温泉の一部においては、

温泉帯水層と地熱貯留層が関連性を有し、その地熱貯留層が開発対象となっている場

合には特に注意が必要である。 
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表 3 地熱調査の一般的段階と掘削内容の関係(例) 

 Ⅰ.広域調査段階 Ⅱ.概査段階 Ⅲ.精査段階 Ⅳ.発電所建設段階 Ⅴ.発電所運転開始後段階 

主な掘削調査 

 

構造試錐井の掘削 

 

 

 

 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

試験井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

生産井の掘削 

試験井の掘削 

還元井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

生産井の掘削 

試験井の掘削 

還元井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

 

掘削で取得し得る

情報 

地質（断裂含む）、地下温度・圧力等 地質（断裂含む）、地下温度・圧力、透

水性等 

地質（断裂含む）、地下温度・圧力、透

水性、地熱流体性状等 

地質（断裂含む）、地下温度・圧力、透水性、

地熱流体性状等 

地質（断裂含む）、地下温度・圧力、透水性、

地熱流体性状等 

地熱資源調査内容

とそれにより得ら

れる情報 

<調査内容> 

地熱地帯の広域調査から、概査対象地域

を選定する。 

 

 

 

○資料調査 

 ・地質、地熱、温泉に関する資料 

○空中物理探査 

 ・広域的な地質構造 

 ・高温熱水等が存在する地熱貯留層上

部の帽岩の把握 

○地表調査 

 ・地質・変質帯調査結果 

○物理探査 

・重力探査、電磁探査、電気探査、弾性

波探査結果等 

○地化学探査 

・水質、ガス、地温探査等の結果 

・温泉の水質や起源に関する情報 

○モニタリング調査 

・周辺温泉・噴気の状況調査結果等 

 

 

 

 

<調査内容> 

地下温度や地質の詳細情報 

 

 

 

 

○地表調査 

 ・地質・変質帯調査結果 

○物理探査 

・重力探査、電磁探査、電気探査、弾

性波探査等の結果 

○モニタリング調査 

 ・周辺温泉・噴気の状況調査結果等 

 

 

 

 

 

 

 

⇒地熱構造モデルが構築される。 

 

<調査内容> 

試験井掘削により、深部地熱流体に関す

る情報が得られ、地熱流体流動予測、お

よび地熱資源量の予測が行われる。 

 

 

○噴出試験 

・圧力干渉試験結果 

・トレーサー試験結果 

○精密地表調査 

 ・地質・変質帯調査結果 

○高密度物理探査 

・重力探査、電磁探査、電気探査、弾

性波探査の結果等 

○モニタリング調査 

 ・地熱貯留層の情報 

 ・温泉・噴気の状況調査結果等 

 

 

⇒試験井掘削により多くの深部地下情報

が得られ、地熱流動流体モデルが構築

される。 

 

<調査内容> 

地熱貯留層解析、地熱貯留層の資源量評価、

モニタリングによる資源動向の推定・影響調

査が行われる。 

 

 

○噴出試験 

・一斉噴出試験結果 

・圧力干渉試験結果 

・トレーサー試験結果 

○モニタリング調査 

 ・地熱貯留層の情報 

 ・温泉・噴気の状況調査結果等 

 

 

 

 

 

 

 

⇒地熱系概念モデル（地熱構造モデルや地熱

流体流動モデル）が更新される。地熱資源

評価のための数値シミュレーションモデ

ル 1)により想定した発電事業に対する将来

予測が行われる。 

<調査内容> 

ヒストリーマッチングによるモデルの更新

が行われ、地熱貯留層資源量が再検証され

る。モニタリングによる影響評価が行われ

る。 

 

○噴出試験 

・地熱貯留層の規模や能力情報 

・周辺温泉や噴気、地下水等への環境影響

についての情報 

・圧力干渉試験結果 

・トレーサー試験結果 

○モニタリング調査 

・地熱貯留層の情報 

 ・温泉・噴気の状況調査結果等 

○生産・還元履歴 

 ・生産量や還元量の状況調査結果 

 

⇒建設時の予測と実際の発電所運転による

モニタリング結果との比較を行い、修正し

た数値シミュレーションモデル 1)による

将来予測の更新が行われる。 

 

温泉影響検討資料

として利用できる

もの 

・温泉の位置関係 

・温泉の掘削深度、採取深度 

・温泉の湧出形態・湧出状況 

・温泉の水質、起源について 

・地質、地質構造 

・温泉の検層記録 等 

 

 

・観測井、温泉モニタリング結果 

・各種物理探査結果等による地質構造の

推定 

・温泉帯水層と地熱貯留層の関係をとり

まとめた地熱構造モデル 等 

 

・噴出試験期間中の温泉影響モニタリン

グデータ 

・地熱系概念モデル（地熱構造モデルや

地熱流体流動モデル） 等 

 

・噴出試験期間温泉モニタリングデータ 

・予測結果と各種モニタリング結果の比較 

・更新された地熱系概念モデル（地熱構造モ

デルや地熱流体流動モデル） 等 

・地熱資源の将来予測 

・発電所稼働後の温泉モニタリングデータ 

・予測結果と各種モニタリング結果の比較 

・更新された地熱系概念モデル（地熱構造モ

デルや地熱流体流動モデル）や数値シミュ

レーションモデル 1)による評価 等 

 

1) 地熱調査で行われる数値シミュレーションについては、離れた地域にある温泉地は対象外となり、十分に取り込まれていない場合があるので留意する必要がある。また、数値シミュレーションモデルは、現時点では地熱資源量評価を目的と

した手法で作成されるので、必ずしもそのまま利用できるわけではないが、将来的に同様な技術による温泉影響評価のための手法が構築される事で、温泉変動予測に利用する事が期待される。 

2) 表中に示された空中物理探査等といった調査により得られる情報は、地熱資源の有望性を評価することを主たる目的として取得される情報であり、必要に応じて温泉源への影響の検討資料等として利用することも考えられる。 

3) 表中に示された地熱調査の各段階で取得される情報は、必ずしもすべての調査で得られるものではないことに留意する必要がある。  
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表 4 温泉の成因と深部地熱流体の関係 

分類 ① 深部熱水混入型温泉 ② 蒸気加熱型温泉 ③ 伝導加熱型温泉 ④ 高温（マグマ）蒸気型温泉 ⑤ 海水混入型温泉 

温泉と地熱貯留層
の関係 

地熱貯留層の深部熱水を起源とし、直接つながっ
ている場合 

地熱貯留層から蒸気のみ供給を受けている場合 温泉と地熱貯留層につながりはなく、地熱貯留層
から熱伝導により過熱されている場合 

温泉と地熱貯留層に関係はなく、マグマから派生
した高温蒸気の供給を受けている場合 

温泉に地下水、深部熱水だけでなく、海水も関係
しているケース 

概念図 

   

 

 

温泉生成機構とそ
の特徴 

【生成機構】 
地下水と深部から混入する熱水によって形成

された温泉帯水層を指す。温泉帯水層と地熱貯留
層を隔てる不透水層等の地質構造が十分に発達
していない、もしくは、断層等による構造を熱水
が流動し直接つながっているケース等が考えら
れる。 
【特徴】 
 温泉水は深部熱水に類似した水質を示すこと
が多い。温泉の温度は、深部熱水の温度や地下水
との混合割合でかなり幅がある。深部熱水の割合
が多い場合は、高温を示す。 

【生成機構】 
地熱貯留層からの蒸気混入によって加熱され

て形成された温泉帯水層を指す。 
 
 
 
 
【特徴】 
 温泉水の形成に関与する蒸気量や地下水との
混合割合によって温度にはかなりの幅がある。地
熱貯留層からの蒸気混入量の割合が多い場合は、
高温を示す。 

【生成機構】 
温泉帯水層と地熱貯留層は、不透水層により隔

てられているが、地熱によって加熱（伝導加熱）
されて形成された温泉帯水層を指す。 
 
 
 
【特徴】 
 日本の地熱開発地域にはこのタイプに属する
ものが多い。地下水が伝導熱で加熱された温泉の
ため泉温は一般に高くないことが多い。 

【生成機構】 
マグマから、高温蒸気により直接加熱されてい

るタイプである。マグマから派生した高温の蒸気
やガスによって地下水が加熱されて形成された温
泉帯水層を指す。火山性高温ガスには、SO2や HCl
等を含むため、酸性の Cl-SO4型の水質の温泉が多
い。 
【特徴】 
高温を示す特徴があるが、地下水の混合割合に

よってかなり幅がある。 

【生成機構】 
前述の温泉分類①、②、③のケースにおいて地

下水に加えて、海水も混入しているケースを指す。
温泉の水質における影響の現れ方が異なる。 
 
 
 
【特徴】 
海水が混入していることから元々溶存成分濃

度が高い。 

温泉影響の可能性 温泉へ影響する可能性が他に比べ高く、地熱貯
留層の圧力低下に伴い深部熱水の供給量が減少
し影響が現れることが考えられる。温泉帯水層に
混入する熱水の量が減少し、水位低下や湧出量減
少、泉温や溶存成分濃度の低下などが起こる可能
性がある。 

地熱開発域が非常に近い場合、開発域で生じた
圧力低下の影響によって加熱源である深部から
の蒸気の量や体積に変化が現れる可能性がある。
一般的に②蒸気加熱型温泉では①深部熱水混入
型温泉に比べれば変化は起こりにくい。 

地熱流体混入による温泉との直接的なつなが
りはないため、①、②のケースに比較して原理的
には地熱開発の影響は及びにくいと考えられる。
ただし、温泉帯水層と地熱開発域が接近し、かつ
開発規模が大きい場合には、間接的に影響が現れ
る可能性もある。 

温泉帯水層の加熱源である蒸気がマグマから直
接派生したものであるので、地熱貯留層とつなが
りはなく地熱開発による影響は発生しないと考え
られる。しかし、地熱開発域が近くて開発規模が
大きい場合には間接的に影響が現れる可能性があ
る。 

①、②、③のケースと同様に地熱開発地域が近
く、開発規模が大きい場合には、間接的に影響が
現れる可能性がある。 

想定される温泉へ
の影響の現れ方 

【温泉帯水層に供給される深部熱水の一部が地
熱発電に利用される場合】 

1）温泉水位・自噴圧力が低下する。 
2）温泉水位が低下することで、周辺から地下
水の流入割合が増加した場合、温泉水が希釈
されて温泉水の温度や成分濃度が低下する。 

3）100℃前後の高温の温泉帯水層であり、水位
（圧力）の低下によって温泉水の一部が蒸気
化した場合、温泉帯水層の蒸気割合が増加す
る。 

 
【還元熱水が温泉帯水層に及んだ場合】 

1）温泉水位・圧力が上昇する。 
2）温度や成分濃度が上昇する。 

【温泉帯水層の加熱源である蒸気層が、生産によ
って縮小した場合】 

1）温泉帯水層の温度が低下する。 
2）温泉帯水層へ流入する蒸気量が減少した場
合、温泉水位が低下する。 

3）温泉水位が低下することで、周辺からの地
下水の流入割合が増加した場合、温泉水が希
釈されて温度や成分濃度が低下する。 

 
【地熱貯留層の圧力が低下して、その一部で蒸気
化が起こり、温泉帯水層周辺の蒸気層が拡大した
場合】 

1）温泉の温度が上昇したり、蒸気割合が増加
する。 

【地熱貯留層の圧力・温度を大きく低下させてし
まった場合】 

1）温泉帯水層の温度が低下する。 
2）周辺への圧力伝播によって間接的に温泉の
水位低下に連鎖する。 
3）温泉水位が低下することで、周辺からの地
下水の流入割合が増加した場合、温泉水が希
釈されて温度や成分濃度が低下する。 

 
 
 
 
 

【地熱貯留層の圧力・温度を大きく低下させてし
まった場合】 
圧力伝播が及んだ場合、③と同様の影響が考え

られるが、より小さな変化と考えられる。 

 
 

【地熱貯留層の圧力・温度を大きく低下させてし
まった場合】 
①、②、③の生成機構での温泉における影響に

おいて地下水で希釈されるのではなく、海水混入
により高濃度化する可能性が考えられる。 

影響防止における
注意点 

開発対象とする地熱貯留層、もしくは、温泉帯
水層、それらの周辺に観測井を設置し、地熱開発
による、影響の早期発見、拡大防止に努めること
等が考えられる。 

開発対象とする地熱貯留層、もしくは、温泉帯
水層、それらの周辺に観測井を設置し、地熱開発
による影響の早期発見、拡大防止に努めること等
が考えられる。 

地熱貯留層からの熱水採取量が多く、圧力に大
きく低下が予想される場合には、影響が発生する
可能性があるので、観測井を設置し、開発による
影響の早期発見、拡大防止に努めること等が考え
られる。 

温泉は火山活動との関連性も大きいと考えられ
る。火山観測記録等も合わせて影響評価を行う必
要がある。 

海水混入による成分濃度や温度変化に考慮した検
討も重要である。 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（2002）平成 13年度温泉影響予測手法導入調査（第 3次）報告書，p16，第Ⅰ-2-1表を加筆修正 
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４．各段階における掘削許可の判断に有益な情報及び方法等 

地熱開発を目的として実施された各段階の調査結果から掘削許可の判断に有益な情

報が得られる。それらの情報を基に温泉と地熱貯留層、両者の地質構造・地熱流体流

動上の関係を論じ、温泉掘削許可の判断を行うこととなる。判断に当たっては申請に

係る地熱井と温泉帯水層のつながりが、温泉帯水層への影響を左右する大きな因子で

あることからその影響の程度を当該地熱井と温泉帯水層の関係を示すモデルによって、

もしくは当該地熱井と温泉帯水層に関するデータを収集し、それを基に検討する。こ

れらのモデルやデータは、地熱開発のステージが進むにつれて、より精度の高いモデ

ルやデータが得られる可能性が高くなることから、都道府県は申請者が調査した最新

の資料を基に審査する必要がある。 

発電所運転開始以降には、地熱貯留層と温泉帯水層の関係を含むシミュレーション

結果が得られる可能性もあることから、その場合は、申請に係る地熱井と温泉帯水層

のつながりの検討に資することができることに留意する。なお、地熱開発における各

段階で得られる情報は大きく異なるため、表 5-1～表 5-5まで 5段階に分けて例として

記載した。本表に記載された調査等は例であり、状況に応じて判断する必要がある。

なお、温泉資源への影響を把握する方法についても各段階に示しているが、モデルや

データの入手可能性は様々であるため、地熱井掘削による温泉資源への影響を把握す

るための考え方を図 5に参考として示す。さらに、各段階においては複数の坑井掘削

が行われると考えられ、開発段階内の最初の掘削とその後の掘削とでは、得られる情

報量に大きな差があることに注意が必要である。また、下記の温泉・地熱徴候には噴

気帯等も含まれている。 

 

4-1．広域調査段階 

対象地域における地熱資源開発の可能性を検討し、広域の範囲から、より地熱資源

開発の可能性が高い地域が抽出される。その抽出された地域において、坑井掘削から

判明した地温分布状況に基づいて予想される地熱資源の存在状態を踏まえた有効な調

査計画（調査内容や規模）が立てられる。この段階では、広域の地質分布及び地質構

造の概要、地熱貯留層の平面的な賦存状況、温泉の水質や起源等の特性に関する情報

が得られる。 

 

表 5-1 広域調査段階における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅰ.広域調査段階 

想定される坑井掘削の内

容 

構造試錐井 

掘削目的 地熱開発可能性に関する地質構造の確認、地下温度（主に浅部）の確認 

地熱資源調査の内容 ・ 資料調査 

・ 地表調査 

・ 地化学探査 

・ 坑井掘削による調査 
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・ 温泉・噴気・地下水等の実態調査 等  
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4-2．概査段階 

地熱貯留層の概略を把握し、地熱開発の可能性が高い精査対象地域を絞り込むこと

を目的とした調査が行われる。各種調査結果から、温泉の湧出機構や地熱徴候の生成

機構を検討し、地熱構造モデルが作成される。モデルがあれば、その精度に応じた開

発対象となる地熱貯留層と温泉・地熱徴候との関連性についての予測が可能となるこ

とがある。 

 

表 5-2 概査段階における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅱ.概査段階 

想定される坑井掘削の

内容 

構造試錐井 

観測井 

掘削目的 構造試錐井、観測井掘削による地下温度（主に浅部）、地質情報の取得 

観測井による地域の温泉、地下水特性把握 

地熱資源調査の内容 ・ 地表調査 

・ 坑井掘削による調査 

・ 周辺温泉・噴気の状況調査やモニタリング調査 等   
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4-3．精査段階 

地熱発電所の事業化に向けた調査段階に相当し、試験井掘削による噴出試験によっ

て、実際に深部地熱貯留層から地熱流体の採取が行われる。各種調査から得られた情

報により地熱資源量の評価が行われる。試験井掘削による調査と噴出試験から地熱貯

留層の規模と特徴、地熱流体流動モデルによる影響予測が可能となることがある。 

 

表 5-3 精査段階における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅲ.精査段階 

想定される坑井掘削の

内容 

試験井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

掘削目的 地熱発電の事業化に向けた地熱資源量の把握と温泉への影響評価 

地熱資源調査の内容 ・ 精密地表調査 

・ 坑井掘削による調査 

・ 噴出試験による調査 

・ 温泉や地熱徴候のモニタリング調査 等 

試験井掘削許可の判断

に係る情報 

① 掘削概要 

・ 掘削位置 

・ 掘削口径 

・ 掘削深度 

・ 流体採取深度 

・ 既存温泉からの距離  

・ 可燃性天然ガスの賦存状況 等 

② 掘削目的 

・ 流体・ガス採取見込量 

③ 掘削計画 

・ 掘削、調査スケジュール 

・ 施行方法 等 

 

その他、申請時点で得られる掘削許可の判断のに役立つと思われる以下

の資料があれば参考にする。 

④ 温泉や深部熱水の地質学・地球物理学・地球化学的考察 

⑤ 温泉モニタリングによる影響監視結果 

⑥ 掘削計画時までに得られた地熱流体流動モデル 

⑦ 既存温泉地への影響予測に関する考察 等 

試験井掘削による温泉資

源への影響を判断する方

法 

これまでの判断情報に加えて、調査が進展することによって温泉帯水層

と地熱貯留層との関係を参考により高度な影響判断を行うことが考えら

れる。 

申請に係る地熱井と温泉帯水層の関係について検討する。具体的には、
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両者間に影響する可能性を示すデータがある場合、モニタリングデータの

ある周辺の既存掘削井と当該地熱井との類似性（水位、温度、化学成分、

地質条件の各要素と三次元的距離等）を参考にした上で、既存掘削井のモ

ニタリング結果（自然変動から逸脱する変化が生じていないか等）をもと

に温泉帯水層への影響の有無について判断することが考えられる。そのた

め、あらかじめ既存掘削井におけるモニタリングデータを収集することが

重要である。 

さらに、地熱概念モデル（地熱構造モデルや地熱流体流動モデル）が構

築されている場合には、温泉帯水層と地熱貯留層との関係を参考に温泉資

源への影響を判断することが考えられる。 
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4-4．発電所建設段階 

開発調査の進展に伴い地熱系概念モデル（地熱構造モデル及び地熱流体流動モデル）

の更新が行われ、地熱資源量評価ための数値シミュレーションが実施される。地熱資

源の持続可能な資源量の把握と同時にモニタリングによる発電所運転時の既存温泉へ

の影響評価が行われる。 

 

表 5-4 発電所建設段階における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅳ.発電所建設段階 

想定される坑井掘削の

内容 

生産井の掘削 

試験井の掘削 

還元井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

掘削目的 地熱流体の生産・還元と地熱資源量の把握 

地熱資源調査の内容 ・ 坑井掘削による調査 

・ 噴出試験による調査 

・ 生産井や還元井、観測井モニタリング調査 

・ 温泉や地熱徴候のモニタリング調査 等  

生産井及び試験井掘削

許可の判断に係る情報 

① 掘削概要 

・ 掘削位置 

・ 掘削口径 

・ 掘削深度 

・ 流体採取深度 

・ 既存温泉からの距離  

・ 可燃性天然ガスの賦存状況 等 

② 掘削目的 

・ 流体・ガス採取見込量 

③ 掘削計画 

・ 掘削、調査スケジュール 

・ 施行方法 等 

 

その他、申請時点で得られる掘削判断の許可の判断に役立つと思わ

れる以下の資料があれば参考にする。 

④ 掘削計画時までに更新された地熱系概念モデル（地熱構造モデルや

地熱流体流動モデル） 

⑤ 既存温泉や地熱徴候を対象とした地質学・地球物理学・地球化学的

考察 

⑥ 既存温泉や地熱徴候を対象とするモニタリング結果 

⑦ 既存温泉への影響予測に関する考察  
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⑧ 地熱貯留層の動態に関する数値シミュレーション結果 等 

生産井及び試験井掘削に

よる温泉資源への影響を

判断する方法 

これまでの判断情報に加えて、新たなモニタリング結果を含む各種の情

報を基に更新された地熱系概念モデル（地熱構造モデルや地熱流体流動モ

デル）による地熱貯留層と温泉帯水層の関係を参考に温泉資源への影響を

判断することが考えられる。 

申請に係る地熱井と温泉帯水層の関係について検討する。具体的には、

両者間に影響する可能性を示すデータがある場合、モニタリングデータの

ある周辺の既存掘削井と当該地熱井との類似性（水位、温度、化学成分、

地質条件の各要素と三次元的距離等）を参考にした上で、既存掘削井にお

いて行われているモニタリング結果（自然変動から逸脱する変化が生じて

いないか等）をもとに温泉帯水層への影響の有無について判断することが

考えられる。そのため、あらかじめ既存掘削井におけるモニタリングデー

タを収集することが重要である。 

また、本段階では、試験井、生産井掘削による地熱流体の採取量増加、

還元井による熱水の地下還元・注水により温泉資源に影響を与えないかを

注視する必要がある。特に一斉噴出試験が行われる最終期間は、地熱流体

採取量がピークに達するので、同期間におけるモニタリング結果は、今後

の発電所運転開始後における影響判断の重要な参考資料となる。 
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4-5．発電所運転開始後段階 

発電所の出力維持や出力増強のための生産井や還元井の掘削が行われる。生産井や

還元井以外にも追加調査のための試験井、観測井、構造試錐井が掘削される場合があ

る。運転開始後の生産・還元履歴や補充掘削により地熱貯留層に関する情報がさらに

蓄積され、地熱資源量評価のため数値シミュレーションが行われ、モデルが精緻化さ

れる。長期間のモニタリングデータを基にした温泉や地熱徴候への影響確認が行われ、

運転開始後のモニタリング結果に基づいた上記数値シミュレーションモデルを温泉帯

水層も含めて行い、温泉影響評価への適用が可能となることもある。 

 

表 5-5 発電所運転開始後における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅴ.発電所運転開始後段階 

想定される坑井掘削の

内容 

各種坑井の補充井掘削 

 生産井の掘削 

 試験井の掘削 

還元井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

掘削の目的 発電所の出力維持や出力増のため 

地熱資源調査の内容 ・ 坑井掘削による調査 

・ 噴出試験による調査 

・ 生産井、還元井モニタリング調査 

・ 温泉や地熱徴候のモニタリングの結果 等  

生産井及び試験井掘削

許可の判断に係る情報 

① 掘削概要 

・ 掘削位置 

・ 掘削口径 

・ 掘削深度 

・ 流体採取深度 

・ 既存温泉からの距離  

・ 可燃性天然ガスの賦存状況 等 

② 掘削目的 

・ 流体・ガス採取見込量 

③ 掘削計画 

・ 掘削、調査スケジュール 

・ 施行方法 等 

 

その他、申請時点で得られる掘削許可の判断の許可に役立つと思わ

れる以下の資料があれば参考にする。 

④ 掘削計画時までに更新された地熱構造モデルや地熱流体流動モデ

ル 
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⑤ 既存温泉や地熱徴候を対象とするモニタリング結果 

⑥ 既存温泉や地熱徴候を対象とする地質学・物理学・化学的考察 

⑦ 地熱開発による既存温泉地への影響発生に関する考察 

⑧ 地熱貯留層の動態に関する数値シミュレーション結果  

⑨  温泉や地熱徴候を含めた数値シミュレーション結果 等 

生産井及び試験井掘削に

よる温泉資源への影響を

判断する方法 

これまでの判断情報に加えて、モニタリング結果を含む各種の情報を基

に更新された地熱系概念モデル（地熱構造モデルや地熱流体流動モデル）

もしくは数値シミュレーションを参考に温泉資源への影響を判断するこ

とが考えられる。 

申請に係る地熱井と温泉帯水層の関係について検討する。具体的には、

両者間に影響する可能性を示すデータがある場合、モニタリングデータの

ある周辺の既存掘削井と当該地熱井との類似性（水位、温度、化学成分、

地質条件の各要素と三次元的距離等）を参考にした上で、既存掘削井にお

いて行われているモニタリング結果（自然変動から逸脱する変化が生じて

いないか等）をもとに温泉帯水層への影響の有無について判断することが

考えられる。そのため、あらかじめ既存掘削井におけるモニタリングデー

タを収集することが重要である。 

さらに、地熱資源量評価のための数値シミュレーションが行われている

場合は、その採取量が適正であるのか、予測された結果から周辺への圧力

伝播の範囲と程度等を検討することも考えられる。また、これまでの各種

モニタリング結果から地熱流体の生産・還元が温泉に与える影響を予測す

る。 

温泉や地熱徴候を含めた数値シミュレーションが行われている場合に

は、地熱貯留層と温泉帯水層の関係を含むシミュレーション結果が得られ

る可能性もあることから、その場合は、申請に係る地熱井と温泉帯水層の

つながりの検討に資することができることに留意する。 
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図 5 地熱井掘削による温泉資源への影響を把握するための考え方（例） 

 

 

 

 

 

 

 

地熱井が温泉帯水層への影響を与える可能性を示すデータがあるかどうか、温泉帯水層への影響を示す既存掘削井が

あるかどうかを科学的に検討する。 

地熱井と温泉帯水層の関
係を示すモデルがある。  

資料の収集 

○基礎資料による判断 

 

地熱貯留層と温泉帯水層の 3次元

的距離（水平距離、温泉採取深度）

と、既存の地質情報や化学調査資

料などによる判断 等 

影響を与えるデータがある。 
影響を与える可能性を示すデータが

ない。 

温泉に影響するおそれがある。 
温泉に影響のおそれがあるとは言えな

い。 

地熱井と温泉帯水層の関
係を示すモデルやモニタ
リングデータはなく、基礎
的な地熱井と温泉帯水層
に関するデータのみがあ
る。 

地熱井と温泉帯水層に関
するモニタリングデータ
がある。 

○モニタリングデータによる判断 
 
周辺の既存掘削井のモニタリング
データより温泉帯水層への影響の
有無を確認し判断 等 

○モデルによる判断 
 
モデルによる温泉生成機構、地熱貯
留層と温泉帯水層のつながりを総
合的に判断 等 
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第四 関係者に求められる取り組み等 

本ガイドラインは、地熱開発のための温泉の掘削等について、今後、都道府県が本ガ

イドラインを参考に温泉法における許可制度の運用に当たることを期待しているが、温

泉資源の保護と地熱開発の共存は都道府県による温泉法の運用のみで実現されるもので

はなく、温泉法の運用以外の場でも当事者である温泉事業者及び地熱発電事業者等の関

係者による各種の取り組みが不可欠である。 

実際にはどのような取り組みが有効であるかについては、温泉地の状況や地熱開発の

状況等により異なってくることが予想されるが、ここでは一般的に有効と考えられる各

種の取り組みについて記載することにより、関係者間の参考となることを期待する。 

 

１． 温泉事業者、地熱発電事業者等によるモニタリングの重要性 

地熱開発による温泉への影響を判断するには、温泉や噴気のモニタリングデータの

みならず、地熱貯留層の動態、観測井等から得られる温泉・地下水位、河川水位、降

水量等に関するモニタリングデータ、周辺での土木工事による地形改変状況等、様々

な情報を総合して判断する必要がある。なお、温泉のモニタリングについては、井戸

自体の健康診断といった意味を持つため、当該温泉源を利用する者が中心となって調

査を行うことが原則であるものの、状況に応じて判断すべきである。 

また、これらのモニタリングデータは、事後の予測を行うためのモデルや数値シミ

ュレーション構築の基礎データとしても活用される。地熱貯留層や温泉、双方の周辺

域におけるモニタリングは、地熱貯留層からの圧力伝播の有無や範囲の拡大を早期に

発見し、温泉や噴気に影響が及ぶ可能性について判断する上で重要なデータとなりう

る。さらにモニタリング結果より温泉に影響が確認された場合や影響が及ぶ可能性が

高い場合には、その原因を究明するとともに、地熱発電のための生産量や還元量を減

量することや掘削位置を変更するなどの対策が考えられる。 

具体的な温泉のモニタリング手法については、ガイドライン（平成 26年版）の別紙

２７として記載している。温泉についてのモニタリングの項目としては温泉の湧出量、

温度及び水位（自噴の場合は孔口圧力）があげられる。地熱貯留層の適正管理にとっ

て、重要な指標は地熱貯留層の圧力であり、温泉においても水位（自噴の場合は孔口

圧力）が最も重要な監視項目となる。また、地熱開発に特有なモニタリング項目とし

ては、熱水の採取等に伴う微小地震の測定等が考えられる。 

地熱開発におけるモニタリング頻度については、平成 28年度に環境省が実施した温

泉事業者及び発電事業者を対象とするアンケート調査結果では、年６回～12回とする

回答が最も多くなっている。なお、本アンケートは全ての地熱発電所のデータが網羅

されたものではない。 
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表 6-1 発電事業者のモニタリング頻度   

 

 

表 6-2 温泉事業者のモニタリング頻度 

 

また、モニタリングの項目については、温泉のゆう出量（井戸の水位（坑口圧力））、

温度（泉温）、電気伝導率、pH値等となっている。 

 

表 7-1 発電事業者によるモニタリング項目と実施数 

 

 

表 7-2 温泉事業者によるモニタリング項目と実施数 

 

さらにこのように、モニタリングの実施箇所、頻度、項目及び測定方法等は当該地

熱開発の出力数や開発地域周辺の温泉利用状況に左右されるが、発電に利用する源泉

以外に複数の源泉をモニタリングすることが望ましい。資源エネルギー庁では、地熱

発電に関する FIT 認定申請（FIT 法第９条第１項に基づく認定の申請をいう。）に必

要となるモニタリング要件を「事業計画策定ガイドライン（地熱発電）」（案）に記

載している。これは、FIT 法対象者に対するガイドラインではあるが、その他法令等

においてもモニタリングに関する規定があり、参考となる可能性がある。 

選択肢 件数 割合

1 １回未満 1 7.1%
2 1～3回 2 14.3%
3 4～6回 6 42.9%
4 6～12回 5 35.7%
5 13回以上 0 0.0%
合計 14 100.0%

選択肢 件数 割合

1 １回未満 1 9.1%
2 1～3回 2 18.2%
3 4～6回 2 18.2%
4 6～12回 5 45.5%
5 13回以上 1 9.1%
合計 11 100.0%

選択肢 件数 割合

1 温度（泉温） 13 92.9%
2 ゆう出量 10 71.4%
3 水位 2 14.3%
4 電気伝導率（EC） 10 71.4%
5 pH 12 85.7%

6
揚湯量操作などの記録
（機械揚湯の場合）

1 7.1%

7 その他 12 85.7%
合計 14 100.0%

選択肢 件数 割合

1 温度（泉温） 13 76.5%
2 ゆう出量 12 70.6%
3 水位 6 35.3%
4 電気伝導率（EC） 5 29.4%
5 pH 7 41.2%

6
揚湯量操作などの記録
（機械揚湯の場合）

3 17.6%

7 その他 3 17.6%
合計 17 100.0%
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このように温泉資源の状況を的確に把握するためには、当該都道府県や市町村等の

自治体及び温泉事業者等が協力し合いながら地域の温泉資源保護対策及び有効利用を

推進するためのデータ収集を行うことが重要である。これらのモニタリング結果を集

積することで、都道府県による掘削等の許否の判断、掘削等の原則禁止区域の範囲や

規制距離の設定の見直しに活用することも可能となる。なお、掘削等の制限に当たっ

ては審議会等の意見を聴いた上で実施することが望ましい。 

 

２． 情報の共有・公開 

モニタリング結果および各種調査情報は、温泉事業者、地熱発電事業者等にとって、

資源を適正に維持・管理することを可能とする上で不可欠な情報となる。温泉地にお

けるモニタリングは平時から行い、モニタリング結果の整理と各種調査情報の共有化

と公開に努めるべきである。また、必要に応じて、信頼性向上のため、第三者機関等

による検証を行うことも考えられる。 

こうした情報の共有等を行うために地熱発電事業者、温泉事業者及び関係する市町

村等の第三者を加えた場（以下、本ガイドラインでは「協議会等」という。）を設置し、

定期的に開催することが考えられる。 

 

３． 関係者間の合意形成（協議会等の設置） 

地熱開発と温泉事業が共存・共栄するためには、協議会等において地熱開発に伴う

温泉や噴気への影響に関する検証結果、地熱発電の現状報告と将来計画等の説明・報

告等を通じて、関係者間の合意形成を図っていくことが重要である。このような協議

会等は温泉資源の活用やその他、地域固有の課題を話し合う場となるが、本ガイドラ

インでは温泉法に関連する内容を記載する。 

合意形成の仕組みは、調査・開発の段階や地元状況に応じて適切な形をとることが

必要である。また、状況によっては、関係者への個別説明や住民説明会等の開催など

も考えられるが、いずれの方法であっても、地方自治体との連絡・相談を密にするこ

とが肝要である。 

例えば、掘削を伴わない広域調査の段階であっても、調査目的と調査内容、今後の

坑井掘削等の調査スケジュール等の情報を事前に関係者と共有し、調査結果に基づく

地熱開発の継続・中止等の対処方針を明らかにすることで、その後の関係者間相互の

信頼醸成に役立つことが考えられる。 

また、関係者間で親密なパートナーシップを構築することで、地熱開発に関する協

議がスムーズに進展することが期待される。具体的には、地域の地熱資源のカスケー

ド利用をはじめとする有効活用や保護対策（観測井設置等）、温泉資源への影響が生じ

た場合の対応についての事前の合意形成等に係る協議を行うこと等が考えられる。ま

た、相互理解を進めるため、温泉と地熱開発の科学的関係を内容とするセミナーの開

催等を行うことも考えられる。 

協議会等の合意形成の仕組みは、地熱資源開発の過程のなるべく早い段階から設置

することが望ましく、その設置に当たっては、これには地元自治体の果たす役割が大
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きいと考えられる。 

なお、地熱開発と温泉事業が共存・共栄するためには、上記に加えて、地域の実情

に応じた温泉資源保護のための集中管理や、温泉熱のカスケード利用などの地域共有

の課題についても関係者間で協議することが有用と考えられる。 
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図 6 協議会体制の構築例 
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情報共有及び評価 

・ 認識の共有とそれに基づく取り組みの実施 

・ 関係者間での調整等の取り組み 
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